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当社営業所における不適切な取引について 

 

当社は、平成24年12月12日付「当社支店における不適切な取引等に関する調査結果について」において、

不適切な取引等に関する調査結果を公表するとともに、再発防止策として「再発防止プロジェクト」を立ち上げ、

内部統制の強化、コンプライアンス意識の向上に取組んでまいりました。しかしながら、これらの不適切な取引

等に関する社内調査の過程で追加対象＊となった営業所における取引について、昨年の調査の段階では、

架空取引に該当するような不適切な取引の存在は確認されませんでしたが、このたび不適切な取引が行わ

れていたことが判明いたしました。 

昨年の調査においては架空取引の存在を確認することができず、このような事態となりましたことは株主の

皆様をはじめ関係者各位に、多大なご迷惑とご心配をおかけすることになりますことを、深くお詫び申し上げ

ます。現在、内容の詳細、時期および影響額を含め、真相究明のため鋭意調査中でありますが、現時点にお

きまして、当社の業績に影響を与える可能性があると判断したため、取急ぎ下記の通りお知らせいたします。 

 

記 
 

１． 本件が判明した経緯 

当社では、昨年、社外監査役(弁護士)を含めた調査委員会において不適切な取引等の調査を実施いたし

ました。当時の調査では、当該営業所の取引については、関与した社員および関係する仕入先、販売先への

ヒヤリング、並びに注文書等の証憑類の精査の結果、当社は、書類上の契約当事者にはなっているものの、

実際の商流には殆ど関与していなかったことからスルー取引＊として認識し、不適切な取引であるとまでは判

断いたしませんでした。その後、再発防止策の一環としてモニタリングの実施および内部監査の強化に取組

んでいたところ、平成２５年３月に実施した当該営業所の定期監査において、商流が不明確な取引が抽出さ

れ不適切な取引であるとの疑念を抱いたことから、現地において継続して事実確認を行っておりましたが明確

な確証を得ることができませんでした。しかし、当該取引の売上債権の入金予定日である平成２５年３月２９日

に入金がなかったため、関与していた社員に確認したところ架空取引を行ったとの発言があったことから、当

該営業所において不適切な取引が行われていたことが判明いたしました。 
 
２． 今後の対応 

この度判明した不適切な取引による業績への影響につきましては、鋭意調査中であり、当該影響額につき

ましては把握出来次第、速やかに開示いたします。 

当社は、今回の事態を真摯に受け止め、公正中立な第三者による検証及び独自の調査を行うべく、社外

調査委員会についても設置を検討しており、今後徹底した事実関係の究明に全力を尽くしてまいります。社

外調査委員会の体制および調査の結果につきましては、その内容が確定次第それぞれ速やかに公表いたし

ます。 
 

今回の不適切な取引につきましては、株主の皆様をはじめお取引先の皆様には多大なるご迷惑とご心配

をおかけすることになり、重ねて深くお詫び申し上げます。 
  
＊追加対象とは 不適切な取引等の調査において網羅性の検証における当社データベースからの検証によ

り取引関係、企業規模からみた整合性、取引内容のチェックおよび商流確認により調査対象となったもの。 
＊スルー取引とは 仕入先と販売先の間を仲介する「書類取引」の内、当社の役務提供が営業支援行為に限

定されるもの。 
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